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確認しましょう！最低賃金！
香川県（地域別最低賃金）

878円
令和4年10月1日から＜時間額＞

産 業 名
最低賃金時間額

（昨年度からの引き上げ額）
効力発生年月日

冷凍調理食品製造業 ８７８円（２９円↑） 令和4年10月1日

はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業 １,０００円（３０円↑） 令和4年12月15日

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 １,００３円（２３円↑） 令和4年12月30日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機

械器具、情報通信機械器具製造業 ９４２円（２９円↑） 令和4年12月15日

※ 最低賃金制度とは

国が賃金の最低限度を定め、使用者は、

その最低賃金額以上の賃金を支払わなけ

ればならないとする制度です。

物価などの動向に応じて毎年見直され

ています。

※ 特定最低賃金(産業別最低賃金）

左記の業種に該当する事業場で働く労

働者には、特定最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金と特定最低賃金の両

方が適用される労働者には、使用者は高

い方の最低賃金以上の賃金を支払わなけ

ればなりません。

※

特定最低賃金（産業別最低賃金）

【ご相談・お問い合わせ先】
■香川労働局労働基準部 賃金室

087-811-8919

■労働基準監督署 高松

087-811-8946

※

企業から直接送金できる

日本学生支援機構の貸与奨学金において、独立行政法人

🔲奨学金返還支援（代理返還）って何？

●機構の貸与奨学金を受けていた社員に対し、各企業

が返還額の一部又は全部を支援することです。

🔲代理返還することのメリットは？

●採用活動でのアピールや従業員の定着などへの効果

が期待されます。

○法人税
・給与として損金算入できる。

・「賃上げ促進税制」 の対象になり得る。
※

○所得税
・返還額に係る所得税は非課税となり得る。

○社会保険料
・原則、標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含めない。

○HPへの掲載
・本制度の利用企業を独立行政法人日本学生支援機構

のHPに掲載するとともに、大学等に紹介。※ 賃上げ促進税制：雇用者全体の給与等支給額の増加額の
最大30％（中小企業の場合40％）を税額控除

○独立行政法人日本学生支援機構

平成16年4月1日に設立された学生支援事業を総合的に実施

する文部科学省所管の独立行政法人です。

【お問い合わせ】

独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課

TEL：03-6743-6029 FAX：03-6743-6679

従業員メリット
双方メリット

企業メリット
企業メリット

ことを御存知ですか？

企業が奨学金返還支援（代理返還）する場合、

●R3.4.1から企業から機構への直接送金が可能となり

ました。直接送金を行う際の手続きの流れ等は機構

のホームページを御確認ください。

●直接送金する場合は、以下のような税制面における

メリットもございます。詳しくは、機構のホームページを

御確認ください。

🔲代理返還の直接送金におけるメリット

HPはこちら



【お問い合わせ先】
高松市産業振興課
〒760-8571
高松市番町一丁目8-15
☎087-811-8566

事業継続力強化計画 認定制度
を活用しましょう！

詳しくはこちら

中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛
り込んだもので、将来的に行う災害対策などを記載。
国の認定を受けた中小企業者は、防災・減災設備に対する税制優遇や低金利融資等を受けることが可能。

🔲事業継続力強化計画とは？

🔲スキーム

中小企業・
小規模事業者

🔲認定を受けた企業に対する支援策

経済産業大臣
（四国経済産業局）

①計画を策定し

申請

②認定

🔲制度活用の流れ

●低金利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援

●防災・減災設備に対する税制措置

●補助金（ものづくり補助金等）の加点措置

●中小企業庁HPでの認定を受けた企業の公表

●認定企業にご活用いただけるロゴマーク

（会社案内や名刺で認定のPRが可能）

1.事前確認・準備

金融支援、税制

優遇を受けるため

の要件、手続き等

の事前確認。

ロゴマーク

2.計画の策定

「基本方針」、「作

成指針」及び「策定

の手引き」を参照し

計画を作成。

3.計画の申請・認定

※単独型の場合

電子申請システム

から申請。

認定通知書が交付

される。

4.計画の開始

取組の実行

高松市中小企業等

人材育成事業補助金のご案内

高松市内の中小企業者の経営者又は従業員が業務に必要な技能、知識等の習得・向上を図るために

受講する研修に要する経費の一部を補助することで、積極的な人材育成を支援します！

🔲補助金の概要

ポリテクセンター香川

が実施する能力開発セミナー

四国職業能力開発大学校

が実施する能力開発セミナー

●対象事業（対象となる研修）

対象事業の受講料の

１／２（上限3万円）

（参考）

機械設計、機械加工、金属加工、制御

システム設計、電気設備工事・保全、工

場管理、ビル管理

（参考）

機械系、電気・電子系、電子

情報系、居住系、管理系

※消費税及び地方消費税を除く（千円未満切り捨て）

●補助金の額

・高松市内に住所を有する個人事業主

・高松市内に本店である営業所を有する法人

※その他要件は手引きでご確認ください。

【お問い合わせ先】
四国経済産業局 産業振興課
〒760-8512
香川県高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎
☎087-811-8566

詳しくはこちら
●流れ

研修の受講・修了 補助金の申請 交付決定・振込

受講期限R5.2.28 申請期限R5.2.28 交付決定後約3週間
※必着

詳しくはこちら→詳しくはこちら→

●補助対象者


